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税務情報 

2021年度税制改正 ー 改正産業競争力強化法等の施行に伴う法人税通達
の改正 

8 月 2 日、産業競争力強化法・中小企業等経営強化法を含む複数の改正法を束
ねた「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行されまし
た（e-Tax News No.246「2021年度税制改正 ― 改正産業競争力強化法に関す
る情報」（2021年 8月 2日発行）にてお知らせしています。）。これにより、2021

年度税制改正で創設された以下の税制措置が、同日から開始しました。 

【改正産業競争力強化法に基づく税制措置】 

（1）デジタルトランスフォーメーション投資促進税制 

（2）カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 

（3）繰越欠損金の控除上限の特例 

【改正中小企業等経営強化法に基づく税制措置】 

（4）中小企業事業再編投資損失準備金 

これを受け、国税庁は 9月 17日、上記（1）、（2）及び（4）に係る通達の新設
を含む、以下の改正通達を公表しました。 

 租税特別措置法関係通達（法人税編）等の一部改正について（法令解釈通達）
（9月 16日付） 

たとえば、以下の通達が新設されています。 

（1）デジタルトランスフォーメーション投資促進税制関係 

42の 12の 7ー1（事業適応繰延資産に該当するもの） 

情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費
用のうち繰延資産となるものには、情報技術事業適応を実施するためにクラウ
ドを通じて利用するソフトウエアの初期費用で、資産を賃借し又は使用するた
めに支出する権利金、立ちのき料その他の費用（資産の取得に要した金額とさ
れるべき費用及び前払費用を除き、支出の効果がその支出の日以後 1 年以上に
及ぶものに限られます。）が該当することが明らかにされています。 
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42の 12の 7―3（分割払の事業適応繰延資産） 

法人が事業適応繰延資産となる費用を分割して支払うこととしている場合には、
たとえその総額が確定しているときであっても、特別償却限度額又は繰延資産
税額控除限度額はその費用を支出した日の属する事業年度において支出した金
額を基礎として計算することとなり、その金額に未払金の額を含めることはで
きないことになりますが、分割して支払う期間が短期間（おおむね 3 年以内）
である場合において、その金額に未払金の額を含めることとしているときは、
これが認められることが明らかにされています。 

（4）中小企業事業再編投資損失準備金関係 

55の 2―1（中小企業者であるかどうかの判定） 

中小企業事業再編投資損失準備金の対象法人は、租税特別措置法上の中小企業
者（他の要件も満たす必要があります。）とされていますが、法人が中小企業者
であるかどうかの判定等について、以下の点が明らかにされています。 

 法人が特定株式等（本制度の対象となる株式等）の取得をした後、その取得
の日を含む事業年度終了の日までの間、中小企業者である場合でなければ本
制度の適用がない。 

 その取得の日を含む事業年度後の事業年度においては、中小企業者でなくな
った場合においても、他の要件を満たす限り、中小企業事業再編投資損失準
備金を取り崩す必要はない。 

55 の 2―3（特定法人が 2 以上ある場合の中小企業事業再編投資損失準備金の
取崩しの計算） 

法人が中小企業事業再編投資損失準備金への積立てを 2 以上の特定法人（特定
株式等を発行した法人）の株式等について行っている場合には、その準備金の
金額は、それぞれの特定法人について設けられていることから、その準備金の
取崩しを要する事実のうち特定法人ごとに生ずる一定のものについては、その
取崩額の計算も特定法人ごとに計算することが明らかにされています。 

*** 

2021 年度税制改正に対応した改正通達のうち、「産業競争力強化法等の一部を
改正する等の法律」に関係しないもの（「法人税基本通達等の一部改正について
（法令解釈通達）」）は、6 月 25 日に発遣されています（e-Tax News No.238

「2021年度税制改正関連情報 / 国税庁 ― 法令解釈通達の発遣」（2021年 6月
29日発行）にてお知らせしています。）。 
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